
○
経
済
産
業
省
令
第
二
十
六
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
九
条
の
五
、
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二

十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
ハ
、
第
四
号
ハ
及
び
別
表
第
一
並
び
に
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五

年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
七
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国

為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

海
江
田

万
里

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年

通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
号
の
二
イ
中
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
」
を
「
ウ
ラ
ン
精
鉱
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
ロ
中
「
又
は
中
ぐ
り
」
を
削



る
。第

二
条
第
二
項
中
「
ふ
っ
素
樹
脂
」
を
「
ふ
っ
素
重
合
体
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
熱
交
換
器
又
は
」
を
「
熱
交
換

器
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
未
満
の
も
の
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
チ
ュ
ー
ブ
、
プ
レ
ー
ト

、
コ
イ
ル
若
し
く
は
ブ
ロ
ッ
ク
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
蒸
留
塔
又
は
」
を
「
蒸
留
塔
若

し
く
は
」
に
改
め
、
「
超
え
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
液
体
分
配
器
、
蒸
気
分
配
器

若
し
く
は
液
体
収
集
器
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
用
い
ら
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
そ

の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
イ
ン
ペ
ラ
ー
、
ブ
レ
ー
ド
若
し
く
は
シ
ャ
フ
ト
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
の
二
を
削
り
、
同

項
第
七
号
中
「
弁
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
ケ
ー
シ
ン
グ
若
し
く
は
ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ
ナ
ー
」
を

加
え
、
同
項
第
七
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
を
組
み
込
ん
だ
」
を
「
の
取
付
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
」
に
改
め
、

同
項
第
九
号
中
「
超
え
る
も
の
又
は
」
を
「
超
え
る
も
の
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
五
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
」
の

下
に
「
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
ケ
ー
シ
ン
グ
、
ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ
ナ
ー
、
イ
ン
ペ
ラ
ー
、
ロ
ー
タ
ー
若

し
く
は
ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
ノ
ズ
ル
」
を
加
え
、
同
項
第
九
号
の
二
を
削
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
ア
ン
デ
ス
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
オ
ロ
ポ



ー
チ
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
ガ
ナ
リ
ト
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
口
蹄
疫
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
サ
ビ
ア
ウ
イ
ル
ス
」
を
、

て
い

「
小
反
芻
獣
疫
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
シ
ン
ノ
ン
ブ
レ
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
セ
ン
ト
ル
イ
ス
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「

す
う

、
ソ
ウ
ル
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
チ
ク
ン
グ
ニ
ヤ
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
チ
ャ
パ
レ
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
テ
ッ
シ
ェ
ン
病
ウ

イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
テ
ュ
ク
ロ
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
東
部
ウ
マ
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
ド
ブ
ラ
バ
ー
ベ
ル
グ
レ
ド

ウ
イ
ル
ス
」
を
加
え
、
「
、
肺
及
び
腎
症
候
性
出
血
熱
ウ
イ
ル
ス
」
及
び
「
、
南
ア
メ
リ
カ
出
血
熱
」
を
削
り
、
「
羊
痘
ウ

イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
ラ
グ
ナ
ネ
グ
ラ
ウ
イ
ル
ス
」
を
、
「
リ
ン
パ
球
性
脈
絡
髄
膜
炎
ウ
イ
ル
ス
」
の
下
に
「
、
ル
ヨ
ウ
イ

ル
ス
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
ロ
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
ヘ
（
三
）
中
「
若
し
く
は
」
を

「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
の
三
ニ
（
二
）
中
「
電
気
」
を
「
電
力
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
号
ハ
中
「
イ
ン
タ
ー
レ
ー
シ
ン
グ
マ
シ
ン
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
繊
維
を
成
型
品
用
に
織
り
、
編
み
若
し

く
は
組
む
た
め
に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
ロ
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
二
）

削
除

第
四
条
第
十
三
号
イ
中
「
ビ
ス
マ
レ
イ
ミ
ド
、
」
の
下
に
「
ガ
ラ
ス
転
移
点
が
二
九
〇
度
を
超
え
る
」
を
加
え
、
同
条
第



十
六
号
中
「
若
し
く
は
炭
化
ほ
う
素
」
を
削
り
、
「
で
あ
っ
て
、
」
の
下
に
「
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
こ

れ
ら
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
「
混
合
物
」
の
下
に
「
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ
う
素
合
金
で

あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

削
除

第
五
条
第
二
号
ロ
中
「
又
は
中
ぐ
り
」
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
回
転
軸
の
数
が
少
な
く
と
も
二
以

上
の
」
を
加
え
、
同
号
ホ
（
一
）
中
「
回
転
軸
の
数
が
二
以
上
の
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
部
分
品
」
を
、
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
〇
三
六
〇
／
二
（
二
〇
〇
一
）
（
座
標
計
測
第
二
部
）
」
を
削

り
、
「
最
大
許
容
指
示
誤
差
」
を
「
最
大
許
容
長
さ
測
定
誤
差
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
一
条
第
十
七
号
ロ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
当
該
装
置
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
を
付
加

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の



第
五
条
第
十
号
中
「
測
定
装
置
又
は
」
を
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
装
置
、
複
合
回
転
テ
ー
ブ
ル
又
は
加
工
中
に
中
心
線
の
他

の
軸
に
対
す
る
角
度
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ピ
ン
ド
ル
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
又
は
」
に
、
「
附
属
装
置
で
あ
っ
て

」
を
「
附
属
装
置
で
あ
る
も
の
の
う
ち
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
直
線
上
の
位
置
を
検
出
す
る
位
置
検
出
器
を
有
し
、
当
該
装
置
の
精
度
が
位
置

検
出
器
の
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
有
効
長
さ
の
十
万
分
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
〇
・
〇
〇
〇
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
を
加
え
て
得
た
数
値
未
満
の
も
の

第
六
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ

削
除

第
六
条
第
一
号
ホ
（
一
）
２
中
「
二
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
を
「
三
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
に
改
め

、
同
号
ホ
（
一
）
３
中
「
一
〇
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
を
「
二
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
に
改
め
、
同
号
ホ

（
一
）
４
中
「
一
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
を
「
一
二
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
に
改
め
、
同
号
ホ
（
一
）
５
中

「
二
・
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
を
「
二
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
」
に
改
め
、
同
号
ホ
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。



（
二
）

デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

分
解
能
が
一
〇
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
調
整
さ
れ
た
更
新
速
度
が
三
、
五
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン

グ
毎
秒
以
上
の
も
の

２

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
調
整
さ
れ
た
更
新
速
度
が
一
、
二
五
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン

グ
毎
秒
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

一
二
ビ
ッ
ト
の
分
解
能
で
動
作
す
る
場
合
の
ア
ナ
ロ
グ
出
力
値
が
、
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
か
ら
フ
ル

ス
ケ
ー
ル
の
〇
・
〇
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
に
変
化
す
る
ま
で
の
セ
ト
リ
ン
グ
時
間
が
九
ナ
ノ
秒
未
満

の
も
の

二

一
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
デ
ジ
タ
ル
入
力
信
号
で
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
を
出
力
す
る
場
合
又
は
一
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
未
満
の
デ
ジ
タ
ル
入
力
信
号
で
最
も
高
い
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
を
出
力
す
る
場
合
の
ス
プ
リ
ア
ス
・
フ
リ
ー
・

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
・
レ
ン
ジ
が
六
八
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

第
六
条
第
二
号
ハ
中
「
（
四
〇
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
四
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
動
作
周
波
数
で
使
用
す
る
よ
う
に

設
計
し
た
衛
星
放
送
用
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ハ
（
一
）
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ



ル
ツ
以
下
」
に
改
め
、
同
号
ハ
（
二
）
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
に
改
め
、
同
号
ハ
（
四
）

中
「
の
も
の
」
を
「
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
（
六
）
の
「
四

三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
」
の
下
に
「
超
え
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
」
を
加
え
、
同
号
ニ
（
一
）
中
「
六
ギ

ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
に
改
め
、
同
号
ニ
（
二
）
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ

ヘ
ル
ツ
超
」
に
改
め
、
同
号
ニ
（
五
）
中
「
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
」
の
下
に
「
超
え
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ

ッ
ト
を
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
又
は
四
〇
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
四
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
動
作
周
波
数
で
使
用
す

る
よ
う
に
設
計
し
た
衛
星
放
送
用
の
も
の
」
を
削
り
、
同
号
ホ
（
一
）
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル

ツ
以
下
」
に
改
め
、
同
号
ホ
（
二
）
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
に
改
め
、
同
号
ホ
（
三
）
中

「
の
も
の
」
を
「
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ホ
（
五
）
中
「
四
三

・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
」
の
下
に
「
超
え
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
の
二
を
同
条
第
十
一
号
と
す
る
。

第
六
条
第
十
二
号
イ
中
「
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
」
を
「
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
を
「
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、



表
示
平
均
ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
五
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
五
〇
〇

キ
ロ
ヘ
ル
ツ
」
を
「
四
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

第
六
条
第
十
三
号
イ
中
「
最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
」
を
削
り
、
「
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
」
を
「
七
〇

ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
」
を
削
り
、
「
を
超

え
る
も
の
」
を
「
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ

ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ハ
（
五
）
中
「
を
超
え
る
」
を
「
超
五
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
」
に
改
め
、
「

範
囲
で
、
」
の
下
に
「
五
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
」
を
加
え
、
同
号
ハ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
六
）

五
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
合
成
出
力
周
波
数
範
囲
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る

い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
ミ
リ
秒
未
満
の
も
の

第
六
条
第
十
三
号
ニ
中
「
最
大
」
を
削
り
、
「
を
超
え
」
を
「
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の



第
六
条
第
十
七
号
ニ
中
「
一
八
〇
」
を
「
六
五
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
（
一
）
２
中
「
〇
・
四
五
」
を
「
〇
・
三
五
」
に
、

「
一
八
〇
」
を
「
九
五
」
に
改
め
、
同
号
へ
（
二
）
中
「
一
八
〇
」
を
「
九
五
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
ロ
（
三
）
中
「
一
、
〇
〇
〇
万
分
の
一
」
を
「
一
億
分
の
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ト
中
「
前
条
第
一

号
ホ
（
一
）
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
号
ホ
（
一
）
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
複

数
の
デ
ジ
タ
ル
」
の
下
に
「
電
子
」
を
、
「
設
計
し
た
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
附
属
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
」
を
削
り
、
第
八
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
あ
っ
て
、
長
さ
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
引
張
強
さ
が
二
ギ
ガ
ニ
ュ

ー
ト
ン
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

第
八
条
第
九
号
中
「
ヘ
か
ら
カ
ま
で
」
を
「
ヘ
か
ら
ヨ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヨ

第
九
号
ロ
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
能
を
有
し
て
い
な
い
装
置
で
あ
っ
て
、
第

九
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
暗
号
機
能
全
て
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

当
該
暗
号
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

（
二
）

当
該
暗
号
機
能
が
、
暗
号
機
能
有
効
化
の
手
段
に
よ
っ
て
の
み
使
用
可
能
と
な
る
も
の
（
既
に
暗
号
機
能
有



効
化
が
な
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

第
八
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
二

装
置
、
電
子
組
立
品
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
又
は
集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る

貨
物
が
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
に
到
達
し
、
若
し

く
は
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

第
九
条
第
一
号
イ
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
一
）

音
波
を
利
用
し
た
海
底
測
深
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

海
底
の
地
形
図
を
作
成
す
る
た
め
の
船
舶
用
測
深
機
で
あ
っ
て
、
次
の
一
か
ら
四
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る

も
の

一

垂
直
方
向
か
ら
二
〇
度
を
超
え
る
角
度
で
の
測
定
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

二

水
面
下
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
海
底
の
地
形
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

三

走
査
を
行
う
と
き
の
分
解
能
が
二
未
満
の
も
の

四

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
全
て
に
つ
い
て
自
動
的
に
補
正
を
行
い
、
測
深
の
精
度
を
向
上
さ
せ
る
も



のイ

セ
ン
サ
ー
の
動
作

ロ

走
査
に
用
い
る
音
波
の
状
態

ハ

セ
ン
サ
ー
が
感
知
す
る
音
波
の
速
度

２

海
底
の
地
形
図
を
作
成
す
る
た
め
の
水
中
測
深
機
で
あ
っ
て
、
次
の
一
及
び
二
に
該
当
す
る
も
の

一

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
作
動
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

二

走
査
効
率
が
三
、
八
〇
〇
を
超
え
る
も
の

３

海
底
の
画
像
を
作
成
す
る
た
め
に
設
計
し
た
サ
イ
ド
ス
キ
ャ
ン
ソ
ナ
ー
又
は
合
成
開
口
ソ
ナ
ー
で
あ
っ
て
、

次
の
一
及
び
二
に
該
当
す
る
も
の

一

五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
作
動
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

二

進
行
方
向
の
分
解
能
及
び
進
行
方
向
に
直
交
す
る
方
向
の
分
解
能
が
と
も
に
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満

の
状
態
で
作
動
し
て
い
る
と
き
の
走
査
範
囲
が
五
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
も
の

第
九
条
第
二
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
八
号
イ
（
一
）
及
び
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
一
）

第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
イ
メ
ー
ジ
増
強
管
を
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の１

水
中
用
に
設
計
し
て
い
な
い
も
の

２

水
中
用
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

第
三
号
ホ
に
該
当
す
る
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー
を
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

１

水
中
用
に
設
計
し
て
い
な
い
も
の

２

水
中
用
に
設
計
し
た
も
の

第
九
条
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

レ
ー
ザ
ー
光
を
利
用
し
て
音
声
を
探
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

イ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
持
続
波
の
定
格
出
力
が
二
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

ロ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
周
波
数
の
安
定
度
が
一
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

ハ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
波
長
範
囲
が
一
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の



ニ

光
学
系
の
分
解
能
が
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ホ

信
号
対
雑
音
比
が
一
、
〇
〇
〇
以
上
の
も
の

第
九
条
第
十
一
号
中
「
ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル
」
を
「
感
度
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
の
二

水
中
に
お
い
て
磁
場
又
は
電
場
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

第
十
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
磁
力
計
を
組
み
込
ん
だ
も
の

ロ

第
十
一
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
磁
力
計
又
は
同
号
ト
に
該
当
す
る
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
を
組
み

込
ん
だ
も
の

第
九
条
第
十
三
号
ヲ
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
二
）

削
除

第
九
条
第
十
三
号
ヲ
（
三
）
中
「
互
い
の
距
離
が
」
を
「
第
十
三
号
ヘ
又
は
リ
に
該
当
す
る
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独
で
使

用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
、
互
い
の
距
離
が
」
に
、
「
を
超
え
、
か
つ
、
」
を
「
以
上
離
れ
て
い
る
」
に

、
「
を
用
い
、
い
ず
れ
か
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独
で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
に
実
時
間
で
」
を
「
か

ら
得
ら
れ
る
」
に
改
め
、
「
デ
ー
タ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
」
の
下
に
「
六
秒
以
内
で
」
を
加
え
、
同
号
ヲ
（
四
）
中
「
車
両
」



を
「
第
十
三
号
ヘ
又
は
リ
に
該
当
す
る
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独
で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
、
車
両
」

に
、
「
を
用
い
、
い
ず
れ
か
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独
で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
に
実
時
間
で
」
を
「

か
ら
得
ら
れ
る
」
に
改
め
、
「
デ
ー
タ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
」
の
下
に
「
六
秒
以
内
で
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
号
イ
（
二
）
中
「
を
超
え
る
」
を
「
超
九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
以
下
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
角
速
度
セ
ン
サ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

イ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
以
下
の
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

測
定
範
囲
が
一
秒
当
た
り
五
〇
〇
度
未
満
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
、
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
の
状
態
で
一
月
間
測
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
あ

た
り
〇
・
五
度
未
満
の
も
の

２

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で
表
し
た
実
効
値
が
〇
・
〇
〇
三
五
度
以
下
の
も
の

（
ス
ピ
ニ
ン
グ
マ
ス
ジ
ャ
イ
ロ
を
除
く
。
）



（
二
）

測
定
範
囲
が
一
秒
当
た
り
五
〇
〇
度
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
、
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
の
状
態
で
三
分
間
測
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
に

つ
き
四
〇
度
未
満
の
も
の

２

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で
表
し
た
実
効
値
が
〇
・
二
度
以
下
の
も
の
（
ス
ピ

ニ
ン
グ
マ
ス
ジ
ャ
イ
ロ
を
除
く
。
）

ロ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
を
超
え
る
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

第
十
条
第
三
号
の
四
中
「
又
は
そ
の
部
分
品
」
を
削
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

音
波
を
利
用
し
て
人
の
水
中
に
お
け
る
活
動
を
妨
害
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
す
る
音
波
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ

以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
音
圧
レ
ベ
ル
が
一
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

第
十
二
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
中
「
、
リ
及
び
ヌ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
号
」
を
「
及
び
ヌ
の
い
ず
れ
か
、
同
項
第
三
号
若
し
く
は
同
項
第
四
号
」
に
改

め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
テ
ィ
ッ
プ
シ
ュ
ラ
ウ
ド
」
を
「
チ
ッ
プ
シ
ュ
ラ
ウ
ド
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に



改
め
る
。

十
二

実
時
間
で
制
御
す
る
装
置
、
計
測
器
（
セ
ン
サ
ー
を
含
む
。
）
又
は
自
動
的
に
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
解
析
す
る
装
置

で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
又
は
そ
の
部
分
品
を
設
計
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
も
の

ロ

第
二
十
五
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

く
。
）
を
用
い
た
も
の

第
十
二
条
第
十
三
号
中
「
テ
ィ
ッ
プ
」
を
「
チ
ッ
プ
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
九
号
ロ
（
三
）
中
「
長
さ
が
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
」
を
「
光
伝
送
の
方
式
」
に

改
め
、
「
に
よ
っ
て
」
の
下
に
「
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
」
を
加
え
、
同
条
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

排
水
量
が
一
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
音
装
置
又
は
磁
気
軸
受
で
あ
っ
て
、
伝
動
装

置
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
又
は
中
ぐ
り
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
一
）
中
「
〇
・
五
」
を
「
〇
・
一
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
（
二
）
中
「
多
層
構
造
」
の



下
に
「
を
有
す
る
も
の
」
を
加
え
、
「
多
結
晶
シ
リ
コ
ン
層
及
び
」
及
び
「
い
ず
れ
も
」
を
削
り
、
「
を
除
く
」
を
「
に
限

る
」
に
改
め
、
「
を
有
し
な
い
も
の
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
八
条
第
九
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
貨
物
の
」
の
下
に
「
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
、
当
該
」
を
加
え
、

「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六

技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
技
術
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
貨
物
が
第
八
条
第

九
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
に
到
達
し
、
又
は
こ
れ
を
超
え
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の

十
七

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
貨
物
が
第
八
条
第
九
号
若
し
く

は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
に
到
達
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
超
え
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

第
二
十
一
条
第
二
項
第
十
五
号
中
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
、
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

号
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
を
「
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
を
「
六



・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
ホ
若
し
く
は
ヘ
」
を
「
若
し
く
は
ホ
」
に
、
「
第
八
号
イ
」
を
「
第
八
号
イ
（
一
）

１
、
（
二
）
１
若
し
く
は
（
三
）
」
に
改
め
、
「
第
十
一
号
ロ
」
の
下
に
「
、
第
十
一
号
の
二
イ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

第
九
条
第
十
一
号
の
二
に
該
当
す
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
磁
場
若
し
く
は
電
場
に
係
る
デ
ー
タ
を
実
時

間
処
理
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
ソ
ー
ス
コ
ー
ド

第
二
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
も
の
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
光
学
的
被
膜
の
厚
さ
に
係
る
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
二
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

除
く
。
）

第
二
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
四
号
ハ
中
「
ラ
ス
タ
ー
型
ヘ
ッ
ド
ア
ッ
プ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
又
は
」
を
削
り

、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一

第
二
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
を
用
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
十

二
条
に
該
当
す
る
も
の
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ
ル
エ
ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め
の
装
置
に
使
用
さ
れ
る
も
の

第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
リ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

リ

削
除

第
二
十
五
条
第
三
項
第
三
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
該
当
す
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
設
計
の

た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

ガ
ス
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
ー
タ
ー
ビ
ン
、
フ
ァ
ン
タ
ー
ビ
ン
、
パ
ワ
ー
タ
ー
ビ
ン
、
若
し
く
は
プ
ロ
ペ
リ
ン
グ
ノ
ズ
ル
に
係

る
エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
た
め
に
設
計
し
た
流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
装
置
の
設
計
若
し
く
は
製
造

に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム

イ

エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
部
分
品
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
設
計
に
係
る
技
術

ロ

流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
装
置
の
た
め
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
も
の
の

設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術



ハ

流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
装
置
の
た
め
の
制
御
則
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
も
の
の
設
計
に
係
る
技
術

（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
居
住
者
」
の
下
に
「
又
は
非
居
住
者
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
二
中
「
協
定
」
の
下
に
「
又
は
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
第
三
条
１
及
び
４
の
規
定
の

実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
原
子
力
機
関
と
の
間
の
協
定
の
追
加
議
定
書
」
を
加
え
る
。

（
輸
出
貨
物
が
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

輸
出
貨
物
が
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省

令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


